
地方消費税交付金（社会保障財源化分）見込額

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　　　　　　（うち一般財源）

【社会保障4経費及びその他社会保障施策に要した経費】 （単位：千円）

国　県
支出金

地方債 その他
うち、地方消費税
交付金（社会保障

財源分）

社会福祉

社会福祉総務費 28,704 76 28,628 3,704

老人福祉費 130,412 902 1,800 4,135 123,575 15,990

障害者福祉費 68,424 48,947 19,477 2,520

児童福祉総務費 1,673 1,500 173 22

保育所運営費 142,408 23,625 4,807 113,976 14,748

児童措置費 45,145 38,206 6,939 898

学童保育費 8,916 5,052 500 1,332 2,032 263

母子福祉費 5,174 195 2,100 2,500 379 49

社会保険

国民健康保険事業特別
会計繰出金 59,672 19,351 40,321 5,217

介護保険特別会計繰出
金 79,400 769 78,631 10,175

後期高齢者医療特別会
計繰出金 22,383 12,348 10,035 1,299

保健衛生

保健衛生総務費 11,323 193 77 11,053 1,430

予防費 28,620 2,978 255 25,387 3,285

母子保健費 17,945 6,635 11,310 1,463

650,199 159,277 4,400 14,606 471,916 61,065

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当

※事務費や事務職員の人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）等は除外

民
生
費

合計

平成３１年度　一般会計当初予算

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

事業名
平成31年度
当初予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

61,065千円

650,199千円

　平成26年4月1日から消費税率（国・地方）が5％から8％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付

金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障4経費（年金、医療、介護、子育て）及びその他社

会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　柳津町の平成31年度一般会計当初予算における社会保障関連経費への充当状況は、下記のとおりです。

(471,916千円)


